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た、現状ではどうなのかも含めて判断したいと

考えておりますので、その際は、スポーツ推進

員からのご意見なども伺って、今後検討してま

いりたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

○鈴木富美子議長 12番、金子豊美議員。 

○１２番 金子豊美議員 ６つの項目で答弁いた

だきました。今までは公共事業、ハード面が中

心だったわけでありますけども、今回は、何と

なく個人的な考えでありますが、ソフト面に重

点を置いた活動が中心になってきてるんじゃな

いかなと感じたところであります。ぜひ第六次

総合計画に基づいて、今後、事業が順調に進む

ことを期待しながら、私の質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

○鈴木富美子議長 ここで暫時休憩いたします。

再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時００分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○鈴木富美子議長 午前に引き続き会議を再開い

たします。 

 一般質問を続行いたします。 

 

 

 勝見英一朗議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 次に、順位３番、議席番号３

番、勝見英一朗議員。 

  （３番勝見英一朗議員登壇） 

○３番 勝見英一朗議員 政新長井の勝見です。

会派を代表して、大きく２点質問いたします。

１つは文化芸術の多様性を生かしたまちづくり

について、もう一つは英語圏との交流拡大と中

高生の短期留学についてです。 

 まず初めに、文化芸術について質問いたしま

すが、その前に、芸術に甚だ疎い自分がなぜこ

のような質問に至ったかについてから入りたい

と思います。 

 きっかけは、徳島県神山町に昨年４月に開学

した神山まるごと高等専門学校です。この話は

昨年の講話で聞いたのですが、徳島県の山あい

の人口4,300人ほどのまちに私立の高等専門学

校ができるなど、自分の常識では考えられない

ことでした。しかも奨学制度も充実していて、

例えば授業料は希望する全ての学生を対象に、

返済不要な給付型奨学金を支給とするとし、そ

の額は、希望者全員に、学費と同額の200万円

の奨学金を５年間給付するというものです。 

 このような学校の創設がなぜ神山町だったの

かを聞くと、そこには神山町の人たちに外部の

多様な人々を受け入れる風土があることを知り

ました。その風土は山あいのまちという自然環

境がつくり上げたものかもしれませんが、芸術

とも深く関わりがあることも知りました。もと

もと空き家などにアーティストが移り住んで、

様々な活動をしていたようですが、地元の人た

ちはそれを自然に受け止め、必要以上に関わる

でもなく、無視するでもなく、適度な距離感で

一緒に活動したり、見守ったりしている、そん

な風土だったということです。そうした雰囲気

が人を呼び込み、結果として高等専門学校がで

きるに至ったということでした。ただ、その時

点では、芸術がまちおこしの土壌となったと言

われても、腑に落ちるものではありませんでし

た。 

 その後、勧められて地方創生の本を読んでい

たとき、気づかされたことがありました。それ

は、地域再生の鍵はいかにしてクリエーティブ

な人材を引きつけるかにかかっているとするも

ので、彼らクリエーティブな人材が好んで居住

する都市や地域の特徴の一つが寛容性だという
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ものです。風変わりな、新奇なライフスタイル

や考え方を持つ人たちを受け入れられる寛容性

を、その土地が持っているかが、クリエーティ

ブな人材を引きつける誘因だと言います。私は

ここで初めて神山町と高等専門学校がつながっ

た気がいたしました。そして、ようやく本質問

にたどり着いたところです。 

 さて、そのような視点で、改めて本市の文化

芸術の位置づけを見てみますと、まず、市民文

化会館の大規模改修を機に作成された長井市芸

術文化ビジョンがありますが、これは、2020年

度から2029年度までの10年間の芸術文化振興策

をまとめたもので、重点は市民文化会館を本市

の文化芸術振興拠点に位置づけるところにあり

ます。次に、令和５年度からの第２期長井市観

光振興計画ですが、これは、もちろん視点は本

市の文化芸術資産を観光にどのように生かすか

というところにあるわけで、芸術をまちづくり

にどう働きかけるかというものではないように

思います。そして現在策定中の長井市第六次総

合計画ですが、ここには、本質問に関連する文

化芸術の持つ多様性と、それを受け入れる寛容

性の醸成にはあまり言及されていないように感

じます。まちづくりの視点で文化芸術の活用を

最も論じているのは、文教の杜の計画かもしれ

ません。昨年、新たに文教の杜の指定管理者を

選定するプロポーザルで説明された様々な施策

は、文教の杜エリアと収蔵品という範疇ではあ

るものの、文化芸術そのものの振興だけでなく、

地域づくりにどう役立つかという姿勢を見るこ

とができました。 

 このように、本市における文化芸術の位置づ

けを見た上で、どうすれば文化芸術はまちづく

りに役立つことができるのかを自分なりに考え、

一つの在り方としてアーティスト・イン・レジ

デンスを提案したいと考えたところです。その

ために、文化芸術に関連する質問を２つ入れ、

主題として宮・小桜街区の整備方針とアーティ

スト・イン・レジデンスについて、市長と観光

文化交流課長にお尋ねしたいと思います。 

 最初に、本市の文化芸術に対する考え方を、

観光文化交流課長にお尋ねいたします。 

 文化芸術に関しては、一つは文化芸術そのも

のの振興という視点があり、また、文化芸術を

活用した観光振興という視点があります。前置

きで触れましたとおり、これまではこの２点で

語られることが多かったと思いますが、しかし、

神山町の例のとおり、文化芸術の持つ多様性、

寛容性を地道に浸透させていけば、まちづくり

の立派な素地になると言えるのではないでしょ

うか。本市においてダイバーシティとインクル

ージョンを掲げているなら、そうした視点で文

化芸術を眺めてみるのも新たな施策につながる

気がいたします。しかし、本市の幾つかの計画

の中の位置づけは、文化芸術の振興と観光利用

がほとんどで、まちづくりの骨格に文化芸術を

位置づけるという意味では弱いのではないかと

感じます。 

 そこで観光文化交流課長にお尋ねいたします

が、本市における文化芸術の位置づけをどのよ

うにお考えか、できれば一般論ではなく、背骨

に当たる部分をどのように考えておられるか。

さらに言えば、クリエーティブな人間を引きつ

けるという文化芸術の特性をどのように生かそ

うとされているのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

 次に、長井市文化財保存活用地域計画、以下、

地域計画とします、の策定によって具体的にど

んな変化が期待できるのかを、観光文化交流課

長にお尋ねいたします。 

 この地域計画は、平成30年の文化財保護法の

改正により制定されたもので、文化庁のホーム

ページを見ますと、昨年12月15日時点で139自

治体の文化財保存活用地域計画が認定されてお

ります。本県では、令和４年７月に寒河江市の

地域計画が認定され、現在、山形市が認定に向
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け策定中、本市もこれから取り組むとされてお

ります。認定自治体はまだ多くはないようで、

県の文化財保存活用大綱によれば、令和３年５

月時点で県内市町村の約６割が作成しない、ま

たは作成する予定はないとされております。そ

の理由の第一は人員がいないこと、ただ、メリ

ットもあり、文化庁パンフレットには、補助率

加算など、国庫補助事業における優遇が上げら

れております。 

 文化庁の令和５年度の補助事業を見ると、地

域の文化遺産の普及啓発活動に対する補助では、

地域計画を作成している自治体が補助事業者と

なることができるとし、事業例として地域の民

俗、伝統芸能等を一堂に公開する取組などが上

げられております。地域計画に基づく事業であ

れば15％以上を自己負担とすることともされて

おりますので、例えば長井市であれば黒獅子ま

つりなどは十分該当すると思われ、その際は事

業費の80％の補助が期待できると読めるわけで

す。 

 さて、観光文化交流課長は計画策定に関し、

自治体で策定が進まないことの課題と策定によ

るメリットをどのように勘案されているか。ま

た、本市において地域計画を策定することによ

りどんな変化が期待できるのか、価値認識など

の抽象を除いて具体的事例でお話しいただけれ

ばと思います。 

 続いて、宮・小桜街区の整備について、市長

にお尋ねいたします。 

 市長は、かねて同地区を想定したものと思う

のですが、まちなか美術館のお話をされており

ました。令和５年度からの第２期長井市観光振

興計画においても、重要文化的景観、舟運文化

を生かした見どころを整備するという施策の具

体例として、まちなか美術館に空き店舗を活用

するとしております。私もまちなかにこのよう

な個人美術館があったら魅力的だなと思ってお

りました。ただ、その場合の個人の所有物の文

化的価値や展示のための負担を考えると、普及

は難しいのではとも感じていたところです。同

じような趣旨で空き店舗を活用するとしたら、

次の質問に上げますアーティスト・イン・レジ

デンスが、実現性が高いのではないかと考えて

おります。そうした具体策の前に、根幹となる

宮・小桜街区をどのように整備する方針か、お

尋ねしたいと思います。 

 理想的にはあのエリアに長井市街地の特区的

な雰囲気があればよいと思うのですが、駐車場

の配置や人の動線が整っているかという点でま

だ弱い気がいたします。文教の杜スタッフを中

心に一生懸命、本市の文化芸術の振興に取り組

んでおられることには感謝と敬意を持つもので

すが、その範囲にとどまることなく、長井の文

化芸術をどのようにまちづくりに生かすか、本

市の振興にどのように波及させるかというマス

タープランを知りたいと思うところもあります。

そうした展望を基に、宮・小桜街区をどのよう

に整備していかれるか、市長のお考えをお聞か

せいただきたいと思います。 

 次に、質問のもう一つの要点であるアーティ

スト・イン・レジデンス以下、ＡＩＲとします、

について、観光文化交流課長にお尋ねいたしま

す。 

 出発点は、前置きでもお話ししました徳島県

神山町のことです。なぜこんな山あいの町に私

立の高等専門学校ができたのか、その土壌をつ

くったのが空き家にアーティストが移り住んだ

ことに始まる。なぜそれが人を呼び込んだのか、

それは珍しさとか見学に来る人が増えたとかで

はなく、多様な人々が言わば自由気ままに創作

活動ができる、地域の持つ寛容性にあったとな

ると、これは大きな示唆だと思ったところです。

そのような目で本市の小桜館の周辺を歩きます

と、誠に手頃で都合のよい空き店舗が通りに点

在していることに気づきます。この店舗で誰か

が何かを制作していて、通りから眺めることが
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できて、それがもし五、六か所でもあったらと

考えると、私のような文化芸術に縁遠い者でも

正直わくわくしてきます。本市においては、令

和４年度に一人の芸術家が１カ月、本市に住ん

で活動する事業が行われ、同じく令和６年度に

も計画されているということですが、レジデン

スという意味では、単発的な気がいたします。

複数のアーティストがまちなかで活動するＡＩ

Ｒ、それにより宮・小桜エリアの雰囲気を変え

て、その延長として地域振興につなげる。そう

した取組についてどのようにお考えになられる

か、観光文化交流課長に伺います。 

 この項目の最後に、ＡＩＲを想定し、自らが

まちなかで創作活動をするアーティストを地域

おこし協力隊として呼び込んではどうかについ

て、観光文化交流課長にお尋ねいたします。 

 本市では、今年度18名の地域おこし協力隊の

方が着任され、うち１名が芸術文化による地域

活動に取り組んでおられますが、提案はそれを

一歩進め、アーティスト自体を地域おこし協力

隊として募集し、本市の空き店舗を活用したＡ

ＩＲの展開を担っていただくことを検討しては

どうかということです。同じ取組は近いところ

では大石田町が、地域おこし協力隊メンバーを

中心に、大石田町の虹のプラザを拠点にしたＡ

ＩＲを展開しようとしております。本市には重

要文化的景観という他の自治体にない貴重な文

化的、歴史的資産があります。宮・小桜街区の

特徴ある整備を進めるために、コーディネータ

ーというよりも自らがアート活動を行い、他の

アーティストを呼び込める方を地域おこし協力

隊として迎えることについてどのようにお考え

か、観光文化交流課長にお尋ねいたします。 

 次に、２項目めの英語圏への交流拡大と短期

留学についてお尋ねいたします。 

 このことに関しては、昨年来、何人かの方と

話す機会がありました。先日の少年会議の第１

班が長井の特徴として選んだように、国際交流

に対する関心は市民にも広まっていることは事

実で、これはホストタウンを契機とした国際交

流の成果でもあります。同時に国際交流が進む

がゆえに、別の視点が生まれてくることも自然

の流れで、その一つが今回提起します英語圏へ

の拡大と発信性の高い中高生の短期留学です。

短期留学については、手を挙げる生徒がいるか、

懸念もあったのですが、さきの少年会議で生徒

自身が夏休み中の短期留学を求めているように、

その心配も不要のようですので、より現実性の

ある施策として提案させていただきます。 

 さて、本市と外国都市との結びつきの大きな

ものは、昭和59年のドイツ・バートゼッキンゲ

ン市との姉妹都市締結に始まり、平成４年に黒

竜江省双鴨山市と友好都市締結、近年は東京オ

リンピック・パラリンピックのホストタウン事

業を契機にタンザニア連合共和国、リヒテンシ

ュタイン公国との周年事業での交流やスポーツ、

文化交流が盛んに行われてきました。こうした

交流の中で、次の質問への答弁で触れられると

思いますが、国際的な視野を持った青少年の育

成が語られたことは意義あることと思います。

本質問における主題も、本市の中高生の挑戦心

をかき立てるところにあり、その一つとして短

期留学を提唱するものですが、まずは現在行わ

れている国際交流から質問に入りたいと思いま

す。 

 １点目の質問です。総合政策課から提供いた

だいた資料によれば、今年度に本市からの外国

都市へ訪問した事業は、バートゼッキンゲン市

で行われた国際ユースキャンプ交流事業と、そ

の後に同地で開催された姉妹都市締結記念事業

及びホストタウン相手国、リヒテンシュタイン

公国への訪問、そして同じくホストタウン相手

国であるタンザニア連合共和国でのレディー

ス・ファースト調査団として参加した事業、こ

の３回です。このうち、ユースキャンプには中

高生８人が参加しました。こうした国際交流を
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通し、特に文化交流、スポーツ交流には大きな

収穫があったと思われますし、中高生の海外へ

の目を開くことにも効果があったと思われます。

まず、それら成果をどう評価されているか、そ

して今後どのように進展させたいお考えか、特

に青少年育成という視点から、総合政策課長に

お尋ねいたします。 

 また、国際交流を通して、本市農産物加工品

や工業製品等の海外市場への開拓などが進めば

と思うところもありますので、経済交流につい

てどのようにお考えか、お話しいただければと

思います。 

 最後に、英語圏への交流拡大と中高生の短期

留学について、市長にお尋ねいたします。 

 まず、本市児童生徒の英語力に関し、若干触

れておきます。本市では世界に挑戦できる子供

の育成を目指し、ＡＬＴを各校に配置し、小学

校５年生に英語４技能の検定を取り入れるなど

して英語教育に力を入れ、その結果として英検

準２級、２級受検者、合格者が共に増加するな

ど、成果を見せてこられたことは喜ばしいこと

です。一方、市町村レベルでは発表されないの

で、本市の状況は分からないのですが、昨年４

月に行われた全国学力・学習状況調査で４年ぶ

りに実施された英語では、全国平均45.6ポイン

トに対し、山形県は41ポイントにとどまり、県

レベルで見ると懸念される実態ではありました。

また、英語力そのものではありませんが、幾つ

かの事例から本市の児童生徒の挑戦する姿勢は

どうなのだろうかと思うところもあります。失

敗を糧にする、新しいことに挑戦するという姿

勢をもっと持ってほしいという気持ちもありま

す。 

 そこで市長にお尋ねいたします。本市では、

世界に挑戦できる子供を育てることを重点戦略

に据えてまいりましたが、現在策定中の長井市

第六次総合計画や第３期長井市教育振興計画、

そして令和６年度施政方針を見ますと、印象で

はその姿勢が弱まった感がしないでもありませ

ん。それは、文面だけからの印象かもしれませ

んので、市長は、これまで掲げてこられた、世

界に挑戦できる子供の姿をどのように描いてお

られるのかをまずお尋ねいたします。 

 そして、国際感覚豊かな子供の育成を目指す

のであれば、英語圏との交流をもっと広めては

どうかと思うところです。これまで本市で勤務

いただいたＡＬＴの出身国や本市企業の取引先

国などを交流先とし、さらにそうした英語圏に

中学生または高校生が夏休み期間中に２週間程

度、現地家庭にホームステイしながら、提携す

る中学校または高校に通う。そのような短期留

学ができるなら、今以上に本市の英語力向上に

魅力が増すのではないでしょうか。そうした短

期留学を実現する方法は、基本的に仲介業者を

介するのが安心かと思いますが、場合によって

は本市ゆかりのＡＬＴなどの人材を介すること

も考えられます。そして短期留学者を１年前に

決定し、語学学習を積んで短期留学することに

すれば、語学力にも一層力が入ることになりま

す。場合によっては、教員の引率を検討するこ

とも英語科教員には刺激ある施策と思います。

短期留学に対する支援は、意欲ある生徒を支援

するという意味で、経費の全額よりも一部補助

が適切だろうとも考えます。 

 自分の経験を言うのは恐縮ですが、短期留学

を実施したことにより、大学との連携事業など

が進み、町民の高校を見る目が明らかに変化し

て、生徒の成果報告会では会場に入り切れない

町民が来てくれるようになったことがありまし

た。このように、短期留学には大きな発信力が

あります。そのような英語圏への交流拡大と短

期留学について、市長はどのようにお考えにな

るか、お聞かせいただきたいと思います。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

○鈴木富美子議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 政新長井を代表しての勝見英一
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朗議員のご質問にお答えを申し上げます。 

 勝見議員からは大きく２点、私のほうからは

それぞれ大きな項目の１つずつご質問、ご提言

をいただいておりますので、お答え申し上げま

す。 

 まず最初に、文化芸術の多様性を生かしたま

ちづくりについてということで、私へは、令和

６年度から宮・小桜街区を整備するとしている

が、文化芸術エリアとしてどのように整備する

考えかということでございます。 

 まず最初に、ちょっと私も本当に勉強不足で、

なかなか余裕がなくて、本当にせっかくのご質

問なので、神山町の専門学校というのもちょっ

といろいろネットとか探して勉強すればよかっ

たんですが、一つは、それは芸術系の専門学校

なのかどうかということなんですが、それから

１人当たり200万円、５年間で１人1,000万円で

すよね。神山町のいろんな財政の事情があるの

かもしれませんが、ちょっと考えられないです

ね。 

 まずは、実は勝見議員がおっしゃっている芸

術文化というのは、施政方針とか、あとは、例

えば第六次総合計画というのはどうしても全て

の事業を表さなきゃいけない。特に施政方針は

５ページぐらい削減してるんですね。あまりに

も長過ぎて、議場で施政方針を報告させていた

だくにしても、時間が長過ぎるということで、

私の体力の問題もあるんですが、少し短くして、

大まかな部分は私とか幹部職員と一緒につくっ

て、あとは担当課のほうにそれぞれの特徴的な

ところを出させていただいてるんですが、実は

多様性、ダイバーシティとインクルージョン、

それからグロス ドメスティック ウエルビー

イングとかそういったところなどの考え方が基

本にあるんですけども、その中の一番大きい柱

は実は芸術文化、スポーツとか、あと子供たち

も含めて我々中高年の働き盛りの方たちの趣味

も含めて、いわゆる簡単なくくりでいうと、語

弊を、誤解を招くかもしれませんが、遊びの部

分だと思ってますね。 

 結局、そのまちでいろんな楽しみがある。例

えば芸術文化を親しんだり、スポーツを楽しん

だり、あるいは趣味として市民農園を運営して、

そこでの収穫で、みんなでバーベキューしたり

とか、あとは登山はもちろんですが、トレッキ

ングをしてみたりとか、ウオーターアクティビ

ティー楽しんだりとか、あとは例えば若い子供

たちからすればｅスポーツ、大人のｅスポーツ

もありますけど、ゲームセンターだって、これ

だって十分遊びでありますし、そういう遊びが

ないまちは、若い人たちにとって、特に我々中

高年よりも物足りないと。あとはそれだけはな

くて、都市機能というものがある程度ないと、

それは、買い物はインターネットで何でも買え

る時代なんですけども、実際お店でいろんなも

のを見ながら、そこで買うということ、例えば

これは図書館なんかでもそうなんですが、書店

もそうなんですが、自分が思ってない、いろん

な発見があるんですよね。そういうことができ

るまち、飲食も含めて、そういう総合的に我々

はしていかなきゃいけない。それは都市自治体

だからということなんですね。これ以上、人口

がどんどん減ってって、１万人を切ってしまっ

たら、もう都市自治体ではありませんので、そ

うすると、また違った考え方しなきゃいけない

と、そういったときに実は芸術文化というのは

柱にしてたんですね。 

 ただ、なかなか有効な手段が見いだせなかっ

たんですが、実は勝見議員から提案あった地域

おこし協力隊の芸術文化の募集は一番最初の頃

しまして、３人、今まで。２人卒業して、２人

は残っていただいてます。１人は、長井なんて、

もう芸術文化なんて何もないところだと、こん

なところで自分の大切な時間を無駄にしたくな

いと、大変がっかりするようなことおっしゃっ

て辞めて、どこか違うところへ行かれましたけ
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ども、どういうことかというと、空き店舗、空

き家を創作の場として提供したいと。ですから、

いかがですかって言ったんですが、例えば松崎

さんって今も残っていただいてます。あと工藤

さんも残っていただいてます。芸工大の卒業生

の方なんかが応募していただいて、ただし、彼

らも生活をしなきゃいけない。 

 地域おこし協力隊で３年間とか、最大で、そ

の制度活用していろんなことできるんですが、

それでその後、自分の例えば創作活動でアーテ

ィストとして食べていけるかどうか、ここがな

かなか難しいということで、そんなことで私ど

もとしては、今の考え方はちょっと、文教の杜

の皆さんとは私もよく話したことないんですが、

いわゆる空き店舗、空き家をリノベーションみ

たいのして、例えば芳文社さんの工場、今ｋｏ

ｓｙａｕプロジェクトで芸工大のＯＢの皆さん、

あと松崎さんとか長井の方たち、工藤さんも関

わってますけども、あそこを創作活動の場とし

てるんですよ。だけど、それは基本、毎日じゃ

なくて、土日とか休み、あるいは著名なアーテ

ィストの方というのは、なかなか自分で好きな

ところ選びます。そこに選んでもらえるような

まちにすればいいのかもしれませんが、そうい

う意味では、最初の宮・小桜街区を整備すると

してではなく、文化芸術エリアとしてどのよう

に整備する考えかと、あと、勝見議員からのご

指摘で、芸術文化というのは観光とつなげてい

くと。観光じゃないです。観光交流なんですよ。 

 観光というのはただ見るだけで、私どもは、

地元の人たちと交流することによって初めて、

我々のまちのよさを知り、その人とのつながり

からリピーターとなって関係人口になるという

ことなもんですから、観光ではないんですね。

観光交流です。したがって、その交流の中に芸

術文化というエリアの中だったり、いろんなつ

ながりが出てくるわけですね。 

 あとは今、音楽を軸とした、インクルーシブ

な教育ということでやってますが、音楽もそう

ですけども、音楽に限らず、いろんな芸術文化

があるわけですけども、それを私どもとしては、

宮・小桜街区のまちづくり協議会の人たちの考

えをお聞きになってると思うんですが、彼らは、

いわゆる本町とかああいうふうに新たな街路事

業で、それをまた新しいまちに変えていくとい

うんじゃなくて、今のまちを生かしながら、に

ぎわいをつくっていこうという考え方なんです

ね。 

 私どもは、地元の皆さんがそういう考えです

から、今まではあやっかとか、あとはまちづく

りＮＰＯセンターさんなんかで、いろんな自分

たちの活動拠点なんかもやりましたが、なかな

かうまくいかなかったと。その後、いわゆる重

要文化的景観の認定を、指定をいただいたんで

すが、残念ながら、重要文化的景観って、確か

に一つ一つはその構成要素の個人の所有ではあ

りますが、希少な建物等々あると。でも、それ

でまちとして、景観としてないと。ですから、

基本は今年までのいわゆる「くるんと」とか駅

前通りとか、あるいは病院とかすみれ学園で行

ったような事業、箱物を造る事業ではなくて、

面的整備をしようと。いわゆる電柱を地下埋設

して、歩いて楽しめるまちということで必要な

ところは石畳にして、あと長井は水のまちって

言ってるけど、見えるところは水路がほとんど

ないんですよね。水路を表に出したりとか、そ

してあと、まちの皆さんと協力っていいますか

ね、合意できましたら、例えば板塀にするとか、

全面にいろんな景観の統一された、そういった

ものなども協定を結びながら、そういったこと

でご協力いただいていこうと。そして空き店舗、

空き家をリノベーションして、まちめぐり美術

館的なものをできないかと。 

 議員ご指摘のとおり、その芸術作品っていい

ますか、これはお貸しするような形で、それは

市でご寄贈いただいたもので、それを美術館造
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ってくださいということで、特に菊地隆知先生

の支援者の皆様からはいろいろありましたけど

も、私は美術館造って、そして、それでお客様

がどんどんいらっしゃるということは今の時代、

相当難しいと、よっぽど知名度がないと。もう

維持管理で大変だし、もうそもそも造るのが大

変でしょと。これ以上、市民みんなが望むもの

だったら無理しても造んなきゃいけないですけ

ども、そうじゃなくて、一部の人たちしか、今

のところ理解得られてないようなものはちょっ

と難しいなと。それだったら、むしろ地域おこ

し協力隊の人なんかで関心ある人に美術品をお

貸しして、その美術館と同時に、自分なりの創

作活動をしてる、そういうところも造ってもい

いよ、アトリエもね。ですから、駅前通りでい

えば、漆器をなさってる江口さんの息子さんが、

今は休んでますけど、シエロでしたっけ、あそ

こは店舗と、アトリエを一体にしてるんですね。

ですから、私どもとしてはその美術品を見ても

らう、同時にお土産を買える。あるいはカフェ

とか日本料理と、そういったところなどで運営

できるような、そういう美術品を見ながら、お

土産買ったら、ちょっと休んでいく。あるいは

まちなかを歩いた後、おそばを食べたり、ある

いはイタリアンでもいいですけど、そういうお

店などもまちなかにあって、重要文化的景観の

中では、それぞれは創作活動をしてるアトリエ

もあれば最高ですし、それからそういう美術館、

ミニ美術館、できれば障がい者の美術作品なん

かも見ていただきたいなと思うし、それをお借

りしたり、販売できるようにしたりとか、そう

いう考えでやれないものかと思っているのがま

ずはメインです。 

 そんなことで、こちらについては令和６年度

に計画を立てて、令和７年からの今、最終年度

の国土交通省の補助事業の都市再編集中支援事

業、５割補助ですね、やっていきたいと。ただ

し、箱物については、もうこれ以上、長井市で

は今、必要とされているものは、まずはちょっ

と置いとかなきゃいけないと、次の10年計画の

中で検討すべきだと思っております。 

 ２点目の外国との交流を英語圏に拡大し、中

学生の短期留学を検討することについてという

ことで、これはごもっともで、ぜひこれはやり

たいことなんですが、この間も教育長からお聞

きしましたが、私どもがかつて小学校、伊佐沢

小学校から始めて、市内の全小学校で始めた英

語というのは、コミュニケーションとしての英

語だったんですね。ところが、文科省が小学校

５、６年から必須になったら、教科書が出てき

たと、もう従来の授業に近いんじゃないかと。

そこから途端に我々が進めてきた小学校１年か

ら、朝の時間ね、短時間でモジュールとか、朝

の挨拶とか昨日何やったとか、そういうたった

15分ぐらいの授業もできなくなって、そこから

もう完全にコミュニケーションとしての英語じ

ゃなくて、中学１年生でやっていたのを、何の

ことはない、前倒しして小学５年生からやって

ると。ですから、そういったところがちょっと

非常に残念だなと。ただ、この辺などはまだ何

か取り組む余地があるのかなと思っております。 

 そこで留学ですが、英語圏というのはごもっ

ともで、できればアメリカはなかなか広くて大

変なので、オーストラリアとかニュージーラン

ドあたりだといいんですが、なかなかそのつて

もないですし、あと英語については、例えばタ

ンザニアだって、ドイツであったって、リヒテ

ンシュタイン、あとフランス、イタリア、スイ

ス、オーストリア、全部英語ですよ、基本。だ

って、いろんな外国人がいる中で一番共通で話

せるのは英語ですよね。ですから、おっしゃる

のは分かるんですが、これから、じゃあ、オー

ストラリアとかニュージーランド等見つけて、

ずっと短期留学みたいなのを繰り返すというの

は、これ多額の費用かかりますし、毎年、対象

の子供たち何百人、何千人っている中で五、六
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人やってもしようがないだろうと。ですから、

ある程度ずっと続かなきゃいけない。その財源

をどうするんだということを考えた場合に、ご

本人のご家族で保護者が負担するという金額は

ある程度致し方ないのかなと。 

 ただし、そうじゃなくて、昨年の夏のバート

ゼッキンゲンのほうからのお招きいただいたサ

マーキャンプみたいな形で、できればドイツの

バートゼッキンゲンとその姉妹都市のヨーロッ

パの諸国と、それとあと私ども入って、交代で

ずっといろんな国々を５か国、６か国の少年少

女っていいますかね、中高生で２週間ぐらいの

キャンプやるというのもいいんじゃないかと。

そういった場合はきちんと選別して、今回は８

人だったんですけども、例えば日本でするとき

はもうちょっと増やせますでしょうし、交代で

やっていくと。そうすると、短期留学とはまた

違った意味で、いろんな国々での人たちと英語

で話すということになるかなと思いますので、

そのところは並行して考えたいと。 

 ただ、勝見議員おっしゃったように、英語圏

でというのもごもっともで、ヨーロッパも遠い

ですし、アメリカも遠いです。オーストラリア

とかニュージーランドですとね、せいぜい10時

間とか12時間以内ぐらいで行き来できますんで、

ほかのところは20時間近いわけですよね。そん

なことも考えて、今後まずはそういった業者さ

んを通じて、エージェント通じて入るというの

もいいんでしょうけども、その辺で、その家庭

にちょうど同じぐらいの年代のいる、そういう

ご家庭なんか紹介してもらってやるというのも

いいんですが、これ果たして続けることができ

るだろうかと、我々市が間に入って、それだっ

たら、どっかの友好都市、姉妹都市みたいな形

の中でやっていったほうが安心してできるんじ

ゃないかなと思ってますが、この辺は、ぜひ勝

見議員おっしゃるように、私どもも実はこれ続

けたいと考えてまして、今後いろいろ検討して

まいりますので、引き続きご助言あるいはご提

案いただければ幸いです。 

○鈴木富美子議長 渋谷和志観光文化交流課長。 

○渋谷和志観光文化交流課長 問１、（１）につ

いてお答え申し上げます。 

 私は、文化芸術はこれからの地方創生の重要

な施策の一つになっていくのではないかと思い

ます。その理由としては、国の文化芸術推進基

本計画第２期でございますが、その前文に、文

化芸術は人々の創造性を育み、豊かな人間性を

涵養するとともに、人々の心のつながりを強め、

心豊かで多様性と活力のある社会を形成する源

泉とあります。また、民間調査会社の調査でも

文化芸術は多様性、寛容性、包摂性を育み、そ

れが創造性や革新性を生み出し、ひいては地域

の持続的な幸福度、ウエルビーイングを高める

という結果が出ているからです。 

 本市は、昔から歴史的に舟運文化が根づいて

きた商人のまちであり、当時から他の地域の文

化や人を受け入れやすい気質があったと考えら

れ、これまでも文化の薫るまち長井として、市

民主体で様々な芸術文化活動が行われ、現在も

発展しながら継続しております。また、市民文

化会館、文教の杜ながい、旧長井小学校第一校

舎及びスタインウェイピアノを活用したインク

ルーシブコンサートなどへの市民、地域住民の

参加状況を踏まえますと、本市には新しい文化

芸術を受け入れる土壌が根づいてると思います

ので、これからのまちづくりに文化芸術の施策

は必要不可欠であると思います。 

 それを踏まえ、市民文化会館や文教の杜なが

いに、文化芸術の持つ潜在能力を最大限活用で

きるような施策を展開するためのネットワーク

拠点としての役割を担ってもらえるよう調整し

ております。将来的には、文化芸術と観光、ま

ちづくり、国際交流、福祉、教育、産業等と連

携を図り、デジタル技術なども活用しつつ、ク

リエーティブな人材を受け入れる体制を整える
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ことによって、地域に新たな価値や収益を生み、

それが文化芸術の本質的価値の向上のために、

再投資されるという好循環を通じて、本市の文

化芸術の発展につなげられるよう推進してまい

ります。 

 （２）についてお答えいたします。 

 平成30年の文化財保護法の改正に基づく文化

財保存活用地域計画の作成の趣旨や県内の作成

状況、地域計画を作成したことによる国庫補助

等における補助率加算などのメリットについて

は、おおむね議員からご説明いただいたとおり

です。文化庁の調査結果では、県内の自治体で

作成が進まない理由は、人員が不足しているか

らという回答が最も多いということでしたが、

着手している本市からしますと、未指定の文化

財の現状把握が大変難しいからだと思います。 

 本市では、市制施行60周年事業として着手し

た長井市編さん事業によって、未指定の文化財

を含む新たな文化財や資料を把握、整理するこ

とができましたので、当該メリットを享受する

ため、この機会に地域計画を作成することとい

たしました。なお、地域計画の作成を要件とす

る様々な国、県の補助メニューがありますので、

作成後は令和７年度からの宮・小桜街区の面的

整備に合わせて、活用を検討していきたいと考

えております。 

 なお、ご提案いただきました黒獅子まつりに

ついては、地域計画に基づく事業に該当するか

どうか、国に確認しましたところ、祭りの運営

補助は対象事業に該当しないということですが、

用具の修理や後継者育成は該当するとのことで

す。 

 地域計画を作成することにより、どんな変化

を期待するかということですが、地域の様々な

文化財は、地域の歴史や固有の文化を反映し、

地域の宝としてこれまで保存、継承されてきた

ものであり、それぞれが密接に関連しています。

この地域の様々な文化財を建造物、河川、町並

みなどを一体として捉えることで、地域そのも

のが持つ文化や歴史が浮き彫りになり、地域ご

とにストーリーができるのではないかと思いま

す。そうすることで、訪れた人も地域の文化や

歴史を理解しやすくなりますし、他の地域にな

い魅力を感じることができるようになるのでは

ないかと思います。具体的には、それぞれの地

域で文化財を活用したワークショップや学習会

の開催、小・中学校での行事などでの活用、観

光面では、地域のストーリーに沿った文化財巡

りやまちなか散策、まち歩きなどへの活用も想

定され、文化芸術のまちづくりに変化が生まれ

てくることを期待しております。 

 （４）にお答えいたします。 

 議員からご紹介いただきましたとおり、文教

の杜ながいでは、令和４年度にアーティスト・

イン・レジデンス事業を実施しております。仙

台市を拠点に活躍している現代アート作家の

佐々 瞬さんが本市に１カ月滞在し、歴史や風

習をひもときながら、未来の架空の長井の姿を

描いた映像作品の企画展で、令和４年９月27日

から11月13日までの開催期間中、647名もの方

にご来場いただきました。この事業は、令和６

年度も別のアーティストに依頼する予定です。 

 このアーティスト・イン・レジデンスは、ア

ーティストが身近にいる状況を生み出し、滞在

中に講演会やワークショップなどの交流を通じ

て、地域住民が多様な芸術活動に触れられる環

境を創出することが特性です。アーティストが

いることで、地域住民はアーティストの先端の

芸術活動を見られるだけでなく、その創造性や

多様性に出会う機会が増えますし、子供たちも

本物の芸術文化に触れることで感性が育まれる

ことが期待されます。地域内にたくさんアーテ

ィストがいることで、空き家や空き店舗をアト

リエやゲストハウス、カフェなどにリノベーシ

ョンして活用する事例が増えるかもしれません

し、アーティストたちもそこを憩いやコミュニ
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ケーションの場として利用することができれば、

まちなかでアーティストたちを見る機会も増え、

さらに地域に面白みが増すのではないかと期待

しているところです。 

 なお、アーティスト・イン・レジデンスを今

後どう地域振興につなげることができるかとい

うことについては、神山町の先進事例なども参

考に、文教の杜ながいや市民文化会館などと協

議しながら検討してまいります。 

 最後（５）にお答えします。 

 現在、本市では、芸術文化を活用した地域お

こし協力隊として募集しております。文教の杜

ながいの第６期指定管理期間において、令和８

年度から正職員を１名増員する予定としており

ますので、それまでの期間中、地域おこし協力

隊として、文教の杜を活動拠点として活動して

いただき、以降も職員として残ってもらえるよ

うな方を広く募集しているところでございます。

文化芸術の見識があり、特性を熟知し、人的施

設間のネットワークの形成、地域住民との関係、

協力体制の構築、そして観光文化における関係

案内人の役割を担ってもらえるような方を期待

しているところです。 

 なお、重要文化的景観のコーディネーターは、

既に元地域おこし協力隊の方が本市で活動して

いただいておりますので、議員からご提案のあ

りましたように、自らアート活動を行い、ほか

のアーティストを呼び込めるようなアーティス

トも大歓迎でございます。 

 また、将来的に、地域おこし協力体以外にも、

他地域のアーティストたちが本市の芸術文化活

動や施策に興味を持ってもらい、移住してもら

えるような地域に少しでも近づけていけるよう、

様々な文化芸術の施策を推進してまいります。 

○鈴木富美子議長 渡邊恵子総合政策課長。 

○渡邊恵子総合政策課長 私からは、質問事項の

２つ目、（１）現在の外国との交流について、

特に青少年育成の視点での成果と課題、また、

経済交流についてどう考えるかのご質問にお答

えいたします。 

 議員もご案内のとおり、今年度、本市では国

外都市交流事業の一環として、姉妹都市である

ドイツ連邦共和国・バートゼッキンゲン市など

３か国を訪問しました。このうち、ドイツのバ

ートゼッキンゲン市で開催されました国際ユー

スキャンプ交流事業は青少年育成という視点か

ら最も成果のあった事業ではないかと考えてい

ます。この事業は、バートゼッキンゲン市とそ

の姉妹都市、長井市のほか、合わせて６か国の

14歳から17歳までの青少年が寝食を共にしなが

ら、様々な体験活動にチャレンジするというも

のです。昨年７月下旬から８月上旬にかけて実

施され、長井市からは選考の上、中学生４名、

高校生４名、合わせて８名の生徒を派遣しまし

た。こうした交流によって子供たちのコミュニ

ケーション力を向上させ、世界で挑戦できる人

材を育成することがこの事業の主な狙いでもあ

ります。 

 その成果については、長期的な視点で捉える

べきものと思いますが、昨年９月開催した報告

会では、参加した生徒たちから次のような感想

が寄せられています。少ない知識や翻訳機、根

性と誠実さでコミュニケーションを取ることに

努力した結果、多くの友達ができた。異なる価

値観や文化を持つ人との関わりを通して相手を

思いやる、また、認める大切さを学んだ。長井

に帰ってきて、水のおいしさや町並みのきれい

さなど、長井のよさを改めて実感したなどなど、

こうしたコメントからは、親元を離れ、言葉は

もちろん生まれ育った環境や文化、習慣など、

全く異なる背景を持つ若者が互いに相手を理解

しようとする姿と、そこで得た学びや気づき、

そして成長をうかがい知ることができます。こ

のようなイベントを継続して実施していくこと

の重要性を、関係国と共に改めて確認し合った

ところです。 
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 国際交流を推進する目的の一つは、こうした

異文化交流において、相手と自分の異なる点を

客観的に捉え、理解し、尊重すること、また同

時に、自分の住むまちの魅力を相手に発信する

力を身につけることで、世界に開かれたまちづ

くりを目指すことにあると思います。そして、

そのためには、市民による交流の裾野をいかに

広げていけるかが今後の重要な課題ではないか

と捉えています。人的な交流が広がる中で産業

はもちろん、異文化に対する理解が一層進み、

信頼し合える関係性が構築される、その先に農

産物や工業製品などの海外市場開拓という、双

方にとってメリットのある民間主体の経済交流

ができれば、本当にすばらしいことだと思いま

す。そうした新たな交流への期待も込めながら、

スポーツや文化などの幅広い分野で、また、よ

り幅広い市民の方に交流いただけるような国外

都市交流事業に、今後も継続して取り組んでま

いりたいと考えています。 

○鈴木富美子議長 ３番、勝見英一朗議員。 

○３番 勝見英一朗議員 時間がありませんので、

質問は省略させていただきます。 

 高等専門学校の件について、最初に市長から

お話ありましたけれども、この高等専門学校、

私立ですが、奨学金等に充てるものについては、

大手企業からの募金、億単位の募金ですが、そ

れをもって充てられてるというようなことでし

た。それで、高等専門学校の内容は芸術という

よりも、社会に出てから起業家としてまともに

独り立ちできるような能力を丸ごと５年間で学

ぶということで、まるごと高専という名前がつ

いてるんですが、その中でＩＣＴの能力なども

相当使われてるようです。そうした人材育成の

魅力があって、企業が募金に応じてると。予想

よりも大きな募金が集まったために、無料にで

きるというようなお話でした。そうした地域の

持つ魅力をいかにしてつくっていくか、それに

よって、場合によっては小さなまちであっても、

こうしたことが可能になるんだなというところ

から、いろいろ考えたところで、今日のアーテ

ィスト・イン・レジデンスの提案をさせていた

だいたところです。 

 このアーティスト・イン・レジデンスについ

ては、観光文化交流課長からも話がありました

けれども、自分のイメージしてるところとは若

干違ってるところもありますし、それから短期

留学についても、市長からありました。これま

での自分の経験からいって、例えばコロラドに

初めて短期留学を出したときは、その当時の山

形県の国際室があって、そこの現地の方とメー

ルでやり取りをして、交流先の高校と、それか

らホームステイ先を探していただいて、こちら

から送り出すだけということで可能でした。そ

うした人材を活用することによって、中学生な

り高校生なりがいろんな体験ができるんだろう

と思っております。 

 また、宮・小桜街区については、何かの建物

を造ったりということは一切考えておりません

で、今あるものをどうやって活用していくか。

そのための一つの方法として、あそこを歩いた

とき、先ほど言いましたけれども、こうした店

舗で、いろんな人が中で創作活動していたら、

それこそリピーターにつながるようなまちにな

るんだろうなと、そんなふうに感じたもんです

から、今回の提案をさせていただきました。 

 

 

 梅津善之議員の質問 

 

 

○鈴木富美子議長 次に、順位４番、議席番号14

番、梅津善之議員。 

  （14番梅津善之議員登壇） 

○１４番 梅津善之議員 21爽風会を代表して、

一般質問を行います。 

 まず初めに、能登半島地震によりお亡くなり


